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文 化 財 室 長       板 井   浩 

 

○議長（河野徳久君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

○議長（河野徳久君）  日程第１、閉会中の継続審

査申し出の件を議題といたします。 

 決算審査特別委員長から、決算審査特別委員会に

おいて、審査中の各決算認定議案について、閉会中

の継続審査の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付してあります継続審査申し出の件の

第60号議案及び第61号議案については、決算審査特

別委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とす

ることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付してあります継続審査申し

出の件の第60号議案及び第61号議案については、閉

会中の継続審査とすることに決しました。 

○議長（河野徳久君）  日程第２、第53号議案から

第59号議案まで及び第12号報告を一括議題といたし

ます。 

 これより委員長の報告を求めます。 

総務委員長、井ノ口憲治君。 

○総務委員長（井ノ口憲治君）  総務委員長報告を

いたします。 

 去る９月14日、総務委員会を開会し、本会議から

付託されました議案３件、報告１件の審査を終了い

たしましたので、その結果を報告いたします。 

 第53号議案、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第４号）のうち、本委員会に付託された部分

ですが、歳入予算の内容については、国庫支出金、

県支出金、市債などで財源措置されており、補正額

は、７億9,132万6,000円の増額で、補正後の予算総

額は、188億5,283万5,000円となっています。 

 次に、地方債の補正については、現年発生公共土

木施設災害復旧事業などの限度額の変更を行ってい

ます。 

 歳出の主なものは、総務費では、インターネット

などの媒体による移住・定住施策の広報に係る経費

などが計上されています。 

 消防費では、消防団員の公務災害防止を図るため、

消防団員用ヘルメットなどの安全装備品を購入する

経費などが計上されています。 

 予備費では、今後における予期せぬ事案への早急

な対応に支障を来さぬよう増額計上されています。 

 審査の中で委員より、歳入、12款の分担金におい

て、河川費分担金240万円及び農林水産施設災害復旧

費分担金383万円の積算根拠についての質疑があり、

執行部からは、「河川費分担金における災害復旧工

事２か所の事業費は、800万円であり、急傾斜地崩壊

対策事業分担金徴収条例により分担金の額が、事業

費の100分の30にあたるため、事業費800万円の３割

として240万円となっている。農林水産施設災害復旧

費分担金は、激甚災害の指定を受ける前の率で試算

をしているが、農地は10分の８、農道・農業施設は1

0分の９が国庫補助である。補助金の額を除いたもの

に災害復旧事業分担金徴収条例に基づき、農地は10

分の６、農業用施設は10分の５を徴収率として計算

し、合算した額が383万円となっている」との答弁が

ありました。 

 また、今回の急傾斜地の事業の申し出者及び分担

金の積算に含まれる経費についての質疑があり、執

行部からは、「大雨警報の後に災害被害の報告があっ

た２か所について、適用される補助事業があったこ

とから、市からお声をかけ、事業化したものである。

なお、工作物を建てる対象用地は寄附を受け、事業

を実施することから、分担金については、用地の寄

附による分筆に係る作図を含めた測量設計費及び工

事費の３割である」との答弁がありました。 

 また、地方創生臨時交付金算定の基準についての

質疑があり、執行部からは、「国の基準により、第

１次分・２次分ともに平成27年の国勢調査による人

口が基礎数値となっている。このほか人口密度、年

少者の割合、高齢者の割合、県レベルでの新型コロ

ナウイルスの感染状況、財政力指数などでプラスマ

イナスされている。なお、第２次分には、これに平

成28年の経済センサスの事業所数が反映されている」

との答弁がありました。 

 また、農林水産施設補助災害復旧事業債1,140万円

の市債の根拠及び起債の交付税措置についての質疑

があり、執行部からは、「農地、農業施設の補助災

害復旧事業費が１億1,780万円で、そのうち国庫補助

金を１億582万円と計上している。その差額に地元負

担金として計算した383万円を除いた部分の815万円

が市の負担となり、市債としては、10万円未満切り

捨てで、810万円を計上している。また、林道関係で

は、事業費が733万8,000円で、県支出金の366万8,0

00円を除いた市の負担のうち、330万円が市債となる。

よって、810万円と330万円を合算した額が1,140万円
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となる。なお、交付税措置は95％であり、市の実質

的な負担は約99万円である」との答弁がありました。 

 なお、委員より、「農地での災害復旧工事では、

市負担分は交付税措置で95％がその後財源措置され

る。それに比べ、地元負担率10分の６は負担が大き

い。地元負担割合の見直しをすべきではないか」と

の意見がありました。 

 また、消防団員用ヘルメットの配布についての質

疑があり、執行部からは、「これまで、副分団長以

上にはヘルメットを配付しておらず、今回は副分団

長以上27名分と、各部に６個ずつ配付予定である」

との答弁がありました。 

 審査の結果、第53号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第54号議案、令和２年度豊後高田市ケーブルネッ

トワーク事業特別会計補正予算（第２号）は、現在、

真玉庁舎で行っているケーブルテレビ市民チャンネ

ルの生中継の放送操作を、高田庁舎からも行えるよ

うに、遠隔操作システムを構築する経費が計上され

ています。 

 審査の結果、第54号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第56号議案、豊後高田市税条例の一部改正につい

ては、地方税法等の一部改正に伴い、所要の規定の

整備を行うものです。 

 審査の結果、第56号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第12号報告、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第３号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分ですが、令和２年７月豪雨による災害復旧

費等に係る専決処分した予算の歳入であり、歳入予

算の内容については、国庫支出金、繰越金、市債な

どで財源措置されており、補正額は、5,074万7,000

円です。 

 次に地方債の補正については、現年発生農林水産

施設災害復旧事業及び現年発生公共土木施設災害復

旧事業を追加しています。 

 審査の中で委員より、市債における農林水産施設

単独災害復旧事業債1,440万円の積算根拠について

の質疑があり、執行部からは、「事業費2,416万3,0

00円から起債対象外経費である土砂撤去費など、20

0万円を引いた額の充当率65％となっている」との答

弁がありました。 

 審査の結果、第12号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく承認すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会審査結果の報告を終わります。 

○議長（河野徳久君）  社会文教委員長、中山田健

晴君。 

○社会文教委員長（中山田健晴君）  社会文教委員

長報告を行います。 

 去る９月15日、社会文教委員会を開会し、本会議

から付託されました議案５件、報告１件の審査を終

了いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 第53号議案、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第４号）のうち、本委員会に付託された部分

ですが、歳出の主なものは、民生費では、新型コロ

ナウイルス感染防止対策に伴う、市民１人当たり１

万円、特に重症化しやすい65歳以上の高齢者につい

ては、１人当たり5,000円の加算を行う市独自の定額

支援給付金を支給する経費や、保育園や放課後児童

クラブなどにおける新型コロナウイルス感染予防対

策に要する経費、障がい児の通所施設の増加による

事業費の増額などが計上されています。 

 衛生費では、悠久の杜の炉の監視盤システムなど

の修繕に要する経費が計上されています。 

 教育費では、新型コロナウイルス感染防止対策を

幼稚園及び小中学校で行うための経費などが計上さ

れています。 

 審査の中で委員より、市独自の定額支援給付金に

おいて、加算となる高齢者の対象者数についての質

疑があり、執行部からは、「65歳以上の対象者数は、

積算時点では8,812人である」との答弁がありました。 

 また、「加算対象を障がい者にも広げられないか」

との意見があり、執行部からは、「一般的に65歳以

上の高齢者が重症化リスクが高いと言われており、

今回の事業は、65歳以上の高齢者を加算対象と考え

ている。加算対象を、障がい者にも広げることは現

時点では考えていないが、ご意見として持ち帰る」

旨の答弁がありました。 

 また、５月13日から９月18日までの転入者の見込

み及び高齢者への加算額5,000円の根拠についての質

疑があり、執行部からは、「転入世帯は、30世帯か

ら50世帯と見込んでおり、加算額5,000円の根拠とし

ては、予算規模や対象者数などで算出したものであ

る」との答弁がありました。 

 また、障がい児通所支援給付事業費の増額要因に
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ついての質疑があり、執行部からは、「対象施設が、

本年度になり２か所開所した。利用定員数が20人か

ら40人と拡大したことから、利用希望者の増加が見

込まれ、予算不足とならないように措置するもので

ある」との答弁がありました。 

 また、施設利用者における市内及び市外在住者の

割合についての質疑があり、執行部からは、「現在、

把握できているのは本市に登録のある利用者の状況

のみであり、市外からの通所者数は把握していない」

との答弁がありました。 

 また、スクールサポートスタッフ拡充事業におけ

る増員スタッフの要件についての質疑があり、執行

部からは、「特に資格は必要なく、退職した教職員

及び子どものために力を尽くしたいと希望される方

である」との答弁がありました。 

 審査の結果、第53号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第55号議案、財産の取得については、小中学校教

育用タブレット端末を取得するものです。 

 審査の結果、第55号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第57号議案、豊後高田市国民健康保険税条例の一

部改正については、地方税法の一部改正に伴い、所

要の規定の整備を行うものです。 

 審査の結果、第57号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第58号議案、豊後高田市印鑑条例の一部改正につ

いては、性的少数者への配慮に関する取組の一環と

して、所要の規定の整備を行うものです。 

 審査の結果、第58号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第59号議案、豊後高田市手数料徴収条例の一部改

正については、情報通信技術の活用による行政手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るための行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、個人番号の通知カードが廃止

され、再交付を行わなくなったことにより、所要の

規定の整備を行うものです。 

 審査の結果、第59号議案については、提案の趣旨

を認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 第12号報告、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第３号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分ですが、保健予防費において、新型コロナ

ウイルス感染症におけるＰＣＲ検査体制整備事業に

係る予算の専決処分をしたので、地方自治法第179

条第３項の規定に基づき、承認を求めるものです。 

 審査の結果、第12号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく承認すべきものと決しました。 

 以上で、社会文教委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（河野徳久君）  産業建設委員長、土谷信也

君。 

○産業建設委員長（土谷信也君）  産業建設委員長

報告。 

 去る９月16日、産業建設委員会を開会し、本会議

から付託されました議案１件、報告１件の審査を終

了いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 第53号議案、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第４号）のうち、本委員会に付託された部分

ですが、歳出の主なものは、労働費では、障がい者

や高齢者の雇用環境改善につなげるための経費が計

上されています。 

 農林水産業費では、イチゴの新規就農者の経営支

援に係る経費及び災害発生予防・拡大防止を図るた

め湯原地区の排水路の改修に係る経費が計上されて

います。 

 商工費では、２割のプレミアム付き商品券を発行

する経費などが計上されています。 

 土木費では、急傾斜地の保全対策を行う経費が計

上されています。 

 災害復旧費では、７月豪雨により被害を受けた農

林水産施設並びに６月及び７月豪雨により被害を受

けた公共土木施設の災害復旧工事の経費が計上され

ています。 

 審査の中で委員より、伝統芸能継承促進事業につ

いての質疑があり、執行部からは、「本市を代表す

る伝統芸能である草地踊りの保存継承促進を図るた

め、ブロンズ像を中央公園に設置する予定である」

との答弁がありました。 

 また、「公共土木施設災害復旧工事における、鴨

尾橋の工事費が8,000万円と高額だが、どのような工

事内容か」との質疑があり、執行部からは、「７月

豪雨により、橋と橋の間にある橋脚の根が増水によ
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り洗堀され、下に沈下し、現在通行不能となってい

る。この沈下した部分の洗堀防止の根固めなどの施

工が必要である。 

 なお、工事個所は道が狭いため大型車両が入れず、

かなりの距離の仮設道路が必要である。河川の幅も

広く、大規模な締め切り工が必要なことから、工事

費が高額となっている」との答弁がありました。 

 また、この工事による、下流の影響についての質

疑があり、執行部からは、「工事により、水の流れ

が変わらないとも言い切れない。県の河川であり、

県とも協議しながら工法的なものを検討していきた

い」との答弁がありました。 

 審査の結果、第53号議案のうち、本委員会に付託

された部分については、提案の趣旨を認め、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 第12号報告、令和２年度豊後高田市一般会計補正

予算（第３号）についてのうち、本委員会に付託さ

れた部分ですが、７月豪雨による農林水産施設及び

公共土木施設に係る災害復旧予算について、専決処

分をしたので、地方自治法第179条第３項の規定に基

づき、承認を求めるものです。 

 審査の結果、第12号報告のうち、本委員会に付託

された部分については、報告の趣旨を認め、全員異

議なく承認すべきものと決しました。 

 以上で、産業建設委員会審査結果の報告を終わり

ます。 

○議長（河野徳久君）  以上で、委員長の報告を終

わります。 

 これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑

に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  質疑なしと認め、質疑を終

結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はありませんでした。討論はありませ

んか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  討論なしと認め、討論を終

結いたします。 

 ただいまから採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付してあります採決表の一括採決する

ものの各議案は、委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、採決表の一括採決するものの各議案は、

委員長の報告のとおり決定をいたしました。 

○議長（河野徳久君）  日程第３、第62号議案を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  提案理由のご説明を申し

上げます。 

 第62号議案は、農業委員会委員の任命についてで

ございまして、本年９月30日をもって任期が満了す

る農業委員会委員に、佐々木弘幸氏、友延都茂子氏、

河野三男氏、市成信正氏、内田勝夫氏、川野元憲司

氏、河野利治氏、河野孝也氏及び野間保廣氏を再度

任命し、神田三重子氏、和泉陣氏、中野正年氏及び

宗一則氏を新たに任命したいので、同意を求めるも

のでございます。 

 何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（河野徳久君）  お諮りいたします。 

 本案については委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第62号議案については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  皆さん、おはようございま

す。日本共産党の大石忠昭でございます。 

 ただいま市長から追加提案のありました第62号議

案、農業委員の任命議案について質疑をいたします。 

 ３年前になりますけども、それまでは農業委員は

公選、誰でも資格あるものが立候補して選挙で決ま

る方法を取っておりましたけれども、３年前からは

国の法律が変わりまして、こういう形で市長が議会

に諮って、承認が得られればその方が農業委員とな

るということになりました。 

 ただいま市長の説明で、豊後高田市の場合は定数

が13人に減ったんですけれども、そのうち今回は、

これまでの現職の農業委員の方が９名、それから新

人の方が４名、今それぞれの氏名が読み上げられま
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した。 

 そこで質問したいのは、私どもはこの国の法律そ

のものが、いわゆる農業委員の定数が減らされて、

本当にこの農業委員会の趣旨に基づいて農業委員と

して活動したい人が立候補できないということで、

その法律改定には反対したんですけれども、私、ゆ

うべ勉強してみましたが、市長がこういう形で現職

９人と新人４人を出したのは市長の権限だけども、

市長だけで決めたんでなくて、いわゆる市民の皆さ

んは自ら応募する権利を持っていると。それから、

各種団体などがこの人ならぜひ農業委員に市長にし

てもらいたいんだという推薦をできる権利があると

いうことも分かりまして、それでその結果はもう日

本中公表するということで法律になっていることも

私初めて知りました。 

 私はその全てをゆうべ勉強して分かったんですけ

れども、市民の皆さんはなかなか分からないと思い

ますので、豊後高田市のこの市長が今提案した13人

についても、どういう手順で、いつこういう形で推

薦、それから応募してもらうためにどういう手続を

して、何人の方が推薦があって、何人の方が応募が

あったのかその辺。それがあった後に、多分、副市

長が長になったんじゃないかと思いますけれども、

副市長など５人の評価委員の中で審査が１回あった

のか２回あったのか知らないけども、その審査の結

果こうなったと。 

 その審査の結果を受けて、佐々木市長が議会に提

案したと思うんですけれども、その評価委員会から

の市長に報告があったとおりなのか。いや、市長が

これは悪いんだと、これこういう都合でこれがとい

うことでやったのか、その辺も市民は関心を持って

おると思いますし、ゆうべ花いろでも問題になりま

したんでね。 

 だから、私もそのことはよく分からないので、そ

ういう方法で市長が今日提案されたということは分

かるんですけど。問題はないと思うんですけれども、

本当に問題がないで公平にやられたかどうかという

ことは、ちょっと市民の前に明らかにしてもらった

らと思います。 

 以上です。 

○議長（河野徳久君）  農業委員会事務局長、佐々

木真治君。 

○農業委員会事務局長（佐々木真治君）  それでは、

第62号議案、農業委員会委員の任命についてのご質

疑にお答えします。 

 先ほど議員さんのほうからもご紹介のありました

とおり、平成28年４月に施行されました改正農業委

員会法によりまして、農業委員の任命方法がこれま

での公職選挙法を準用しました選挙制と、それから

議会、団体推薦による選任制の併用から、議会の同

意を得ての市長の任命制へと変更になりました。 

 今回の提案に至るまでの経過でございますけれど

も、市長の任命制に変わりました改正後の農業委員

会法によりますと、農業委員の任命に当たっては、

あらかじめ広く候補者の公募を行わなければならな

いということになっておりますことから、本年４月2

0日から５月29までの約40日間、候補者の募集をいた

しまして、市報４月号や市ホームページなどで広く

周知を行ったほか、併せて募集の記事を掲載しまし

た農業委員会便りも発行をいたしまして、班回覧を

行いながら候補者の募集を行ったところでございま

す。 

 なお、募集に当たりましては、先ほど議員さんおっ

しゃられたように、農業団体等の推薦もできますし、

個人からの自らの応募ということも両方できるよう

になっておるところでございます。 

 ５月29日までの募集期間内で、農業委員定数13名

に対しまして15名の推薦応募がございました。農業

委員会法施行規則の規定によりまして、推薦応募の

あった人数が委員の定数を超えた場合につきまして

は、公平性、透明性を確保するために必要な措置を

講じなければならないとされておりますことから、

８月６日に農業委員候補者評価委員会を開催しまし

て、募集時に提出されました書類等を基に、推薦ま

たは応募のありました農業委員候補者について評価

を行ったところでございます。 

 その後、評価委員会による候補者の評価結果を市

長に報告をいたしまして、今回上程をしております1

3名の候補者の決定をいたしたところでございます。 

 ご質問がありました評価委員会の内容とそれから

市長の決定した内容の違いがあるかということでご

ざいますけれども、評価委員会の報告は８月21日に

させていただきましたけれども、市長は評価委員会

の評価結果を尊重した上で検討しまして、評価委員

会で評価した内容で候補者を決定しまして、今回議

案の上程を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今の答弁のとおりに評価委

員会で審議をして市長に報告をしたと。市長はその
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評価委員会の意見を尊重して、そのまま皆さんに配っ

ている名簿を出したということが分かりました。そ

ういう点では市長、立派だと思います。 

 それで今度は、評価委員の委員長は副市長なんで

すか、私知らないんですけどそうですね。だから副

市長にお尋ねをします。 

 これは全国に公開されておりますから名前も読み

上げてもいいと思うんですけれど、ちょっと名誉の

ことがありますから名前は伏せますけれども、この

全国に公開している募集に応じて団体から推薦が

あった方、それから個人でも応募することができる。

この方がどなたが推薦をされたという理由もちゃん

と公表されています。どの方がどういう形で応募し

たということも明らかになっています。 

 ところが、その結果はこれによりますと、推薦を

受けた方が、もう何人と聞いたほうがいいですね、

何人あって、その各種団体から推薦された方で２人

だけが落とされておるんですね。推薦された方の２

人が落とされたと。その中に１人女性が入っておる

んです。 

 私も長年議員をしておりますけれども、もっと前

からやっぱり女性団体などから女性の農業委員をつ

くってくれと、議会が推薦する方が当時４人ほどあ

りました。何とか議会としても女性を推薦してくれ

ということで、ある女性の議員を推薦したこともあ

ります。私も賛成です、その女性の委員を増やすと

いうことは。 

 ところが、この公表された中で見ると、その女性

の委員が落とされているんですね。推薦したのはど

こどことちゃんと書いてあるけれども落とされてお

るんですよ、残念だなと。もう一人の方は入ってお

りまして、全体、高田で言いましたら定数が13人の

農業委員に対して、今回の名簿では２人なんです。

現職１人と新人１人の２人になっておるんですけれ

ども、だから私はその人を私がよく知っておって頼

まれたとか、そんなことは何にもないんですよ。一

般論で言っているんですけれども、やっぱり高田の

このジェンダーの平等ということが大きな社会問題

になっておる時にですね、この推薦されている方も

本当に立派な方です。この推薦文読んでみたら立派

な方なんです。その方が落とされておるから、何で

落とされたのか。 

 それとの関係で、もう一点。１つは何で落とされ

たか。 

 ２つ目は、現職の方は推薦された方は全部いわゆ

る評価委員会で認定されている、決まっているわけ

です。ところが現職の方は、現職が全部で９人と言

いましたね。９人の中の８人の方は、全員推薦で名

簿が上がっているんです。８人はそれは分かります

ね、現職であり推薦があったんだから、それも評価

をいたします。 

 ところが、現職の農業委員でありながら推薦をさ

れなかった方は自ら応募したわけ、応募する権利も

あります。その方が選ばれて、大きな団体から推薦

をされてこういう理由でこの人をぜひ農業委員にと、

しかも女性であるといいながら、位置づけをされて

いながら、こちらは切られて推薦を受けなかった自

分から私も引き続きやりたいんだという方が選ばれ

ておるわけですね。 

 だからその点では、佐々木市長の責任ではなくて

その５人の評価委員のメンバーの審査の結果だと思

うんですけどもね。その辺はどういうような審査を

したのか、５人のメンバーとはどういうメンバーな

のか、市民の前に明らかにして、いや、それは私た

ちの評価が間違いないならないでもいいけど、やっ

ぱり市民に分かるようにしないと、私たちは全国に

公開されているこの推薦の理由とか全部あるんです

よ。これから見て、何でこの立派な女性が落とされ

て推薦されない人が通るのかというのは疑問に思い

ますので、市民に分かるように説明してください。 

○議長（河野徳久君）  副市長、堤隆君。 

○副市長（堤  隆君）  それでは大石議員さんか

らのご質疑にお答えさせていただきます。 

 まず１点目は、何で女性委員を登用すべきなのに

候補者が落とされたのかという点ですが、今回、農

業委員の選定に当たっては、私を含めて市の課長さ

ん、それから振興局の部長さんを入れた５人の委員

で今回この審査をいたしました。 

 その観点は農業に関する見識でありますとか、こ

れまでの活動状況、それから、ない方についてはそ

の団体での活動状況、そして認定農業者を一定数入

れなければならないという観点がありますので、そ

こら辺を点数化しまして我々としてはその点数評価

という格好で、まず評価をさせていただきました。 

 また、もちろんその中では、ご本人のこれまでの

活動とか見識とかそういうものを含めて総合評価す

る部分もございますので、そういう部分をトータル

で、市の農家のためになる方たちに農業委員になっ

ていただきたいという観点を中心に評価をさせてい

ただいたところでございます。 
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 今回、自己推薦の公募の方が何で通ったのかとい

う話なんですが、選挙制度、先ほど、局長のほうか

ら説明がありましたように、公募あるいは団体推薦

いずれでも構わないと。この中で、今回本人の公募

によって通られた方につきましては、広域委員そう

いう方が１名必要になってきます。その広域委員の

部門で。（発言する者あり）失礼しました。中立委

員でございます。中立委員については農業者でなく

ても構わないと。そこの部分に女性の方も立候補さ

れて、そして現職の中立委員の方と評価を比べてみ

たときに、現職の方のほうが評価点も高かったとい

うことでございます。 

 そのほかにも女性の委員登用という部分も我々は

当然のことながら、今回の委員選挙の中では考えて

おりますけども、これにつきましては、いわゆる農

業者代表の委員の中で一定数以上採用するというと

いう格好の中で、今回２名の女性委員は選んでおり

ます。 

 それから、また若手農業者の登用ということもあ

りますので、その部分につきましても、今回新たに

１名の方が若手農業者の代表という形で選ばれてい

るというような状況でございまして、トータルしま

して我々としては各評価項目に基づいた採点の結果、

適正であるということを評価委員会として総意を決

定し、市長のほうに答申したということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今、評価委員長の委員を務

められた副市長から答弁がありましたけども、私の

理解度が弱いから私のせいかと思いますけど、市民

に分かるようにもう一回、私の明らかにほしいとこ

ろを説明してもらいたいんですよ。 

 市の農業委員会委員の推薦及び公募に関する要綱

というのがあります。これで副市長が評価委員にな

ることは、うたわれておるんですよ。その他何人と。

これは市長が誰々なれと言ったんじゃないんですよ。

要綱で定められている、どなたか副市長になろうと

も、副市長がなるようになっている。総務課長とか

あるんだけど、これを市民に分かるように、これは

市長が推薦したんじゃないんですよ。要綱で定めら

れておる方が、誰と誰と誰と誰がなって、私がこう

いうことで委員長になりましたというのを、そうい

うことまで説明せんと分からんでしょう。公平にやっ

ているんだと、それをしてもらいたいんです。それ

を、１回で終わったか２回で終わったかも分からな

い今のことではね。もう出来上がったものであった

んのかと。 

 だけど私が疑問に思ったのは、私の疑問を市民は

疑問と思いませんか。現職の農業委員は今回、市長

が９名提案したわけです。新人は４名している。こ

れはもう市長が名前を言ったから、名前を明らかに

したら全部誰も分かっておるわけね。しかし、各種

団体から推薦があった方、あるいは自らが俺は推薦

されんでも俺はやりたいんだという公募した方、こ

れもちゃんと公開されておるんですよ。私の持って

いる名簿も持っておるわけでしょう。これ名前を発

表しても何ら問題ないですよ。公開したって問題な

いですね。法律で公開するようになっておるんです

よ。だから私も分かったんです。 

 これ今朝、分かったんです、今朝名簿を見てね。

その時に、今、総務課長が後ろから中立と言いなさ

い、その人が中立ということで、中立の人も別にお

るじゃないですか、私の調査では。 

 その公募したという方は推薦をされていないんで

すよ。現職の農業委員で推薦されてないのは、この

人だけなんですよ。だから私たちが一般的に考えた

ら推薦されなくてもいいよ、されんなら俺が自分か

ら出ることはできるんだからということやね。立候

補じゃないんですよ、応募したわけでしょう。応募

する権利を持っているんです。その人が悪いっちゃ

ないですよ。応募する権利を持っているんです。 

 何人応募しようともそれは自由ですよ、権利を持っ

ているんだからね、今の法律で。そのことが問題じゃ

ない、応募したのが悪いということを言っているん

じゃないですよ。選んだのが何で、応募した人を選

んだのが悪いということだけを言っているんじゃな

いですよ。だから、皆さんに発表してもらいたいの

は、ちゃんと公開されているのは女性の方の推薦の

推薦団体がどこで、その女性の方がなぜ農業委員に

なったらよいかという推薦理由が書かれています。

その推薦理由を持っていれば読み上げてください、

みんなの前で。この人は立派なものだと思いますよ。

それから推薦されなかったけど、自分が農業委員に

なりたいということで公募したわね、公募した理由

も書かれていますよ。そういうものを参考にして、

公募した人を選んで、推薦された方を切ったと思う

んですけどね。それを市民が聞いてみて、評価委員

会の決定が正しかったのかどうかという判断をする

ようにしてもらいたいんです。誰が決まろうとも、
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今日、議決されたら農業委員というのは４年間しっ

かり頑張ってもらいたいと思いますので明らかにし

てもらいたいと思います。これで終わりじゃな、２

回しかないけんね。 

○議長（河野徳久君）  副市長、堤隆君。 

○副市長（堤  隆君）  それでは再々質疑にお答

えいたします。 

 農業委員の候補者評価委員会のまずメンバー構成

でございますけど、これは豊後高田市農業委員会の

委員の推薦及び応募に関する要綱ということで定め

られております。 

 メンバーとしましては、私それから私が会長とい

うことで、あと県の北部振興局の農山漁村振興部長

さん、それから本市の総務課長さん、それから本市

の農業ブランド推進課長さん、それから本市の農業

委員会事務局長の５名で選考をいたしました。 

 中身については、どういう推薦理由であるいは公

募の要綱かという話は、後ほど事務局長のほうから

説明させますけれども、我々としましては、女性で

あるという部分の評価というのは当然あると思いま

すけれども、この中立委員についてはいかに公平、

いわゆる農業者の利害関係だけではなくて、公平な

執行ができるかという観点から考えております。 

 この中立委員さんは利害関係を有しない者である

ことという条件がございまして、いわゆる農業委員

会の所掌に関する事項に関してこの利害関係を有し

ないものというのは、特定の資格等が求められるわ

けではなく、また農業に従事している農業経営を行っ

ていない広範な方が該当するという国のほうの基準

もございますので、そういう中で、今の中立委員の

方がどういう活動をこれまでしていただいたのか、

そして、またそのこれまでの過去の経歴から見ても、

そういう農業委員会事務についての十分な理解、あ

るいは委員として適正な判断ができる方かという部

分を、我々も中心に評価をしてきたところでござい

ます。 

 そういう中で、もう一人の方、女性の方と比較し

た際に、その方のほうが僅かですが点数が高かった

というふうなことでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

 中身については事務局長のほうから説明させます。 

○議長（河野徳久君）  農業委員会事務局長、佐々

木真治君。 

○農業委員会事務局長（佐々木真治君）  それでは

大石議員の再々質疑にお答えします。 

 女性の候補者の推薦理由についてでございますけ

れども、先ほど議員さんが言われたように、これは

公開をされている部分でございます。推薦理由とい

たしましては、まず地元の多様な資源を活かした６

次産業化への興味が深い。それから子ども食堂や食

育活動を実践しており食と農の連携を築いている。

それからおおいたＡＦＦ女性ネットワークの北部会

委員をしている。グリーンツーリズム推進協議会の

会長をしているという推薦理由になっております。 

 応募された委員さんの応募理由でございます。農

業従事者の高齢化が進む中、農地利用の最適化と豊

後高田市の農業の発展に微力ながら取り組んでいき

たいというのが応募理由になっております。 

 以上でございます。 

（○16番（大石忠昭君）議長、答弁漏れあればいい

ですかね。どこの団体から推薦があったということ

も聞いたと思うんですけどね。一人で応募したんじゃ

ないです。40人の団体から推薦されたでしょう。そ

れも明らかにせんとだめですよ。） 

○議長（河野徳久君）  農業委員会事務局長、佐々

木真治君。 

○農業委員会事務局長（佐々木真治君）  失礼しま

した。この女性の候補者の推薦団体でございますけ

ども、豊後高田市農漁村女性集団連絡協議会でござ

います。 

 以上でございます。 

（○16番（大石忠昭君）もう時間がありませんので、

終わります。） 

○議長（河野徳久君）  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  討論なしと認め、討論を終

結いたします。 

 これより第62号議案の採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案はこれに同意することに

ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第62号議案については、これに同意する

ことに決しました。 

○議長（河野徳久君）  日程第４、第63号議案を議

題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  提案理由のご説明を申し

上げます。 

 第63号議案は、人権擁護委員の推薦についてでご

ざいまして、本年12月31日をもって任期が満了する

人権擁護委員及び途中退任した人権擁護委員に門岡

富枝氏を再度推薦し、江口英敏氏、井ノ口キヌ子氏、

森本照子氏及び板井雅彦氏を新たに推薦することに

ついて、意見を求めるものでございます。 

 何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（河野徳久君）  お諮りいたします。本案に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、第63号議案については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭でご

ざいます。第63号議案について質疑をいたします。 

 今回、市長からは現職１人と新人４人の方を人権

擁護委員として推薦するという人事案件が提案され

ております。先ほど農業委員の選任について議論を

しましたが、農業委員の場合はちゃんとそういう推

薦ちゅう方法、それから応募できる方法ですね。そ

れから、選定委員会があってとあるんですけども、

こちらの人権擁護委員会はどういう経過でこの新人

の４人が提案されたのか、何か基準になるものがあ

るのかどうか、その辺をちょっとあれば明らかにし

てもらいたい。 

 もう１点は、人権擁護委員の任期中に、何か豊後

高田市において人権問題で正規の議題となって５人

の委員が集まって、その人権問題を解決するような

議論をする事案があったのかどうか。特に、今、イ

ンターネット云々といって、同和問題の差別がある

んだあるんだということで、全国的に大問題になっ

ておるんですけども、そのことが。高田においても

私の知るところでは同和問題に対する人権差別の問

題というのは、この人権委員会で事案になることは

合併後あったのかどうか、あったならあったと言っ

てください。この任期中にそういう事例があったの

かどうか。 

 新人４人選ぶことなんで、やっぱり実際に委員会

をした人権問題を審議するような委員会が何回あっ

ているんだろうかなというのは市民の関心事ですの

で、いい機会ですので明らかにしてもらいたいと思

います。 

○議長（河野徳久君）  人権啓発・部落差別解消推

進課長、後藤史明君。 

○人権啓発・部落差別解消推進課長（後藤史明君） 

 人権擁護委員の選任についてのご質疑にお答えいた

します。 

 人権擁護委員の基準につきましては、就任につき

ましては68歳以下というふうな年齢制限というもの

がありますが、特に、これまで禁固刑とかそういっ

たものはしていないとかそういったのに反しない限

りは、地域でいろんな活動されている方であれば、

それについては市のほうでは問題ないと考えていま

す。 

 これまでは公募という形はとっておりませんが、

各地で地域の経歴等勘案しながら、そして男女比、

それから地域、高田、真玉、香々地と一応３つの地

域に分かれて人権委員をこれまで任命していますの

で、そういったところを考慮しながら、市の中で人

選をしながら議会のほうに推薦をさせていただいて

いるところでございます。 

 それから、人権擁護委員の相談につきましては、

こちらのほうでは申し訳ございません、相談内容に

ついては把握しておりません。なので、今のことに

ついては、確認しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  任期中に何か人権の案件と

して、特別に豊後高田で起こった人権問題で審議し

たことはあったんですかということで、もう一回分

かるように、あったらあった、なかったらなかった。 

 それから部落差別をしてはならないんですよ、絶

対ならないことですね。人権守らなければいかんわ

けですよ。その時に今、インターネット使って云々

ということで問題になっていますが、そのことがあ

るからだから差別が残ったんだという位置づけをし

ておるけれども、その位置づけを私たちは問題と思っ

ておるんですけど。実際に豊後高田市において同和

問題における人権問題が起こって、この人権擁護委

員会で正式な議案となったことは、最近あったんな

らいつあったんですかと。それなら簡単やろう。最

近はいつありましたかという質問。 

○議長（河野徳久君）  人権啓発・部落差別解消推
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進課長、後藤史明君。 

○人権啓発・部落差別解消推進課長（後藤史明君） 

 人権擁護委員の推薦についての再質疑にお答えいた

します。 

 人権擁護委員の活動につきましては、相談は大分

県全体の回数等ぐらいまでは把握していますが、委

員会が開催されたかどうかについては、申し訳ござ

いません、現時点では把握しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  基本的に一般市民が見たら、

人権擁護委員は、今まではずっと現職が続いてきま

したね。もう高齢ということもあって１人だけ残っ

て、あと全部新人になったんですよ。新人に変える

ことを悪いと言っているんではないんです。何をす

るんやろうかというように疑問を持つ人があります

ね。 

 だから私の一番心配している、本当に同和問題の

人権問題があってはならないんですよ。人権問題は

起こってないというのは明らかでしょう。それは分

かりますね。私どもにも人権問題の相談はいっぱい

あります。私ができることはちゃんと答えて、相談

に乗ってあげる方法を取っているけれども、聞きた

いのは、そういう人権擁護委員として任期期間中に

どんなお仕事をされるのか、市民にとってはどんな

役割を果たしているのかというのを市民に分かるよ

うに言ってもらったらいいと思うんです。私のとこ

ろに幾ら来ても相談あっても答えますけどね。人権

擁護委員の方が５人もおるんだから、人権擁護委員

の皆さんに相談に行ってということもあったらなお

いいわね、専門家だから。 

 だから、そういう職務ができる方を市長が選んで

今日提案しているわけよ。私も賛成しますよ、この

方については。賛成するんですけども、実際にどう

いうお仕事をされるんですかと、市民が本当に人権

問題に困ったときにはどうぞ相談してくださいとい

うことになるわね。その辺ちょっと分かるように説

明してもらえませんか。 

 同和問題については差別をしてはならない、あっ

てはならないんですよ。だけども皆さんの市民の努

力もあって、豊後高田市ではそういう同和問題に関

する差別の事例は今のところないんだと、あったら

一番最近の例を挙げてくれって、例がないわけだね。

それでいいですか。 

○議長（河野徳久君）  人権啓発・部落差別解消推

進課長、後藤史明君。 

○人権啓発・部落差別解消推進課長（後藤史明君） 

 人権擁護委員の推薦についての再々質疑にお答えい

たします。 

 人権擁護委員の活動につきましては、定期的に行っ

ているのは、人権何でも相談ということで、公民館

等で人権擁護委員の方が市民の方の相談を受けると

いう活動をしています。もちろん人権擁護委員の方

もなかなかいろんな研修を積んでからやっているん

で、そういったもし相談があれば法務局と連携しな

がら、いろんなところにつないでいくという活動を

されております。また、法務局でのまた相談を受け

ているということを聞いております。 

 それから、それ以外でも子どもの人権、なかなか

子どもからの相談を受けるのは難しいんでですね。

子どもの人権ＳＯＳミニレターというそういった制

度で、子どもから手紙等を受けながら相談に応じた

りだとか、あと人権全般に関する啓発活動、企業訪

問、今年はなかなかできておりませんけど、そういっ

たことをしながら啓発活動をするというのが主な仕

事になっています。 

 以上でございます。 

（○16番（大石忠昭君）部落差別の人権問題はない

ということでいいですね。） 

ここ数年大きな事件というのは、把握しておりま

せん。 

 以上でございます。 

（○16番（大石忠昭君）終わります。） 

○議長（河野徳久君）  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  討論なしと認め、討論を終

結いたします。 

 ただいまから第63号議案の採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案はこれに同意することに

ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第63号議案については、これに同意する

ことに決しました。 

○議長（河野徳久君）  日程第５、第64号議案を議

題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  提案理由のご説明を申し

上げます。 

 第64号議案の令和２年度一般会計補正予算（第５

号）につきましては、276万5,000円の増額で、補正

後の予算総額は188億5,560万円となります。 

 補正予算の内容につきましては、令和２年度一般

会計補正予算（第４号）に計上しております第２次

新型コロナウイルス感染症対策定額支援金事業につ

いて、5,000円の加算対象者を現行の65歳以上の高齢

者に加え、65歳未満でも障害者手帳をお持ちの方、

または要介護等認定を受けている方まで拡大するも

のでございます。財源は、財政調整基金繰入金でご

ざいます。 

 現行の加算につきましては、特に重症化しやすい6

5歳以上の高齢者の方に対し、マスクや消毒薬等の衛

生用品の購入など、これまで以上に感染予防対策に

努めていただく必要があることから行う支援でござ

いますが、去る９月15日の社会文教委員会でのご意

見等を踏まえ、新たに拡大する対象者の皆様方にお

かれましても、日常生活において身体的距離の確保

が困難、物に触れながらの移動、感染による持病の

重篤化への懸念など、計り知れない精神的ストレス

や感染リスクの配慮、経済的なご負担があることに

鑑みて、追加支援させていただくものでございます。 

 何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（河野徳久君）  お諮りいたします。本案に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第64号議案については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  議席番号１番、於久弘治で

ございます。第64号議案について質疑いたします。 

 先ほどの市長の提案理由説明で述べられました追

加議案については、新型コロナウイルス感染症対策

定額支援金事業（第２次）の支給対象者をさらに広

げるため、増額補正を行いたいという内容であり、

支給対象者を65歳以上の高齢者に加え、65歳未満の

障がい者の方々にも広げていただけることと理解い

たしました。 

 そこで、３点についてお聞きいたします。 

 まず、１点目は、既に第53号議案で可決された議

案に対しまして、市長の答弁では社会文教委員会で

の意見を踏まえてとありましたが、その他があれば

で結構ございます、どのような経緯、または考え方

を持って追加議案を出されることになったのかをお

聞きします。 

 次に、２点目につきましては、新たに支給対象に

なられる方の対象となる基準については、先ほども

答弁の中で障害者手帳をお持ちの方、または要介護

認定を受けている方とありましたが、もう少し詳し

い説明並びに対象となる人数についてお聞きしたい

と思います。 

 最後に３点目につきましては、支給方法と支給の

スケジュールについてです。 

 当初、議案である第53号議案につきましては、議

決後に準備を始めて10月の中旬を目指し、可能な限

り早期に支給していただけることになっておりまし

たが、支給対象者を広げることで支給日程にも変更

が生じる可能性が出てくるのではないかと推測され

ます。関係する職員の方々にもさらに負担が加わる

ものかと思われますが、支給がいつになるのかにつ

いてお聞きしたいと思います。 

○議長（河野徳久君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○社会福祉課長（田染定利君）  それでは、定額支

援金加算対象者の拡大に伴いますご質疑にお答えさ

せていただきたいと思います。 

 初めに、今回の加算対象者の拡大についての経緯

ということでございますけれども、これにつきまし

ては、第２次の定額支援金については今後の新しい

生活様式の実践に向けた家計への負担軽減と、感染

による重篤化リスクの高い高齢者への配慮、そして

地域経済への波及効果などの観点から事業組立てを

して、本議会補正予算として先日上程させていただ

き議決をいただいたところでございます。 

 そうした中、さきの社会文教委員会の議論、それ

からご意見を受けまして、何度も様々な角度からこ

のことについて議論させていただきました。その結

果、障がいのある方においても、障がいの種別や程

度にもよりますけれども、高齢者の方同様に重篤化

のリスクに対する配慮が必要という見解に達したこ

とから、今回、追加提案としてさせていただいたと

ころでございます。 

 また、いろんな意味で障がい者の方、通所の就労
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支援事業所などにも利用されている方がいらっしゃ

いますけれども、その中にはこのコロナの関係で就

労の機会が減少したり、作業所の作業収入が減少し

たりという方もあるというふうにも聞いております

ので、そういった意味も含めて、今回提案というこ

とになったというふうにご理解いただきたいと思い

ます。 

 それから、２つ目の加算対象者の範囲でございま

すけれども、今回の補正に係る対象者の拡大範囲と

いたしましては、来年の令和３年４月１日まで65歳

の方を除きまして、有効な身体障害者手帳、それか

ら療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、この３つの

手帳を持たれていらっしゃる方、それと介護保険制

度おける要支援、要介護認定を受けられている方、

この方を拡大の対象とさせていただきたいと思いま

す。なお、それぞれの加算要件に重複して該当する

方もあろうかと思いますけれども、加算金額につい

てはお一人5,000円を上限と考えております。 

 次に、今後の給付スケジュールということでござ

います。 

 さきのご質疑にもお答え申し上げましたとおり、

本日の議会閉会日18日を基準日として本市の住民基

本台帳に登載されている方、これを対象といたしま

す。ですので、本日の住民基本台帳の記載が確定を

した後に準備に入ってまいることになろうかと思っ

ております。 

 それを含めまして今後のスケジュールといたしま

しては、住民基本台帳を基に給付対象者の整理や加

算対象者の整理を行います。各世帯への給付金額の

算定などをおよそ２週間程度で終わらせていきたい

というふうに思っております。 

 その後、支払通知書の作成、送付準備、転入者へ

の申請書の送付準備、発送、これを行いまして口座

情報の整理などを経て最終的な金額等を確認後、金

融機関への振込依頼をさせていただきます。この期

間を概ね１週間から10日というふうに考えておりま

して、併せてこの間にＤＶの方の対応でありますと

か、申出でありますとか、辞退の方の申出、そういっ

た期間も含めまして、必要な事務手続きをとってま

いりたいということでございます。 

 以上のような作業が順調に進めば、当初申し上げ

ておりました10月の中旬には各世帯の世帯主の方の

口座へ振込ができるんではないかというふうに見込

んでおります。 

 以上でございます。 

失礼いたしました。答弁漏れがあったようでござ

います。給付対象者の人数でございますけれども、6

5歳以上の方については前の補正予算のほうで1,800

人ほど見込んで予算計上させていただいております。

追加の分といたしましては、65歳未満の方で障害者

手帳をお持ちの方、この方を概ね530名程度見込んで

おります。それから同じく65歳未満の方で要支援、

要介護等の認定を受けられている方が20名程度では

ないかというふうに見込んで、合計で550人ほどを見

込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  １番、於久弘治君。 

○１番（於久弘治君）  先ほどの課長のご説明の中

でもございましたように、コロナ禍の影響で企業な

どの下請け部品の組立てなどの仕事が激減し、障が

いを持たれている方が行う業務が減り、給料も減少

し障害者支援施設そのものが存続するにも影響が出

ているという声をお聞きしたこともあります。既に

議決された議案を追加するとの決断には、市長をは

じめ関係部署の方々も大変苦慮されたことと思いま

す。今回のように障がいを持たれる方をはじめとす

る支援が必要な方に対してのご配慮のほど、今後と

も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上で質疑を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭であ

ります。ただいま市長から一般会計の補正予算、追

加予算の議案が提案されていましたので、質疑をい

たします。 

 市長の説明でもよく分かりましたが、今、於久議

員からも質疑があり、また深められましたけれども、

もう少し市民に理解してもらったらと思うんです。

一つは、今回276万5,000円の追加補正なんですけど、

前の議案では、この財源は国からの地方創生臨時交

付金を活用するということだったんです。今回の場

合は、臨時財政調整基金を活用するとありました。 

 それで、お尋ねしたいのは、もう、少しは落ち着

いたようですけども、何か佐々木市長に変ったら、

前の市長がため込んだ基金を使ってしまうんじゃな

いかと、最初は何か土木事業で使ってしまうんじゃ

ないかというのは随分あったけども、それは、今は

ないんですけどね。今またコロナ対策で、市長が思

い切ったことを全国で初めてというようなことを大

分県でも初めてというようなことを、市民の命を守
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ろう、健康を守ろうということで思い切った対策を

講じていることは、私はすばらしいと思います。市

民にとってありがたいと思いますよ。しかし、何か

前の市長がため込んだ金を使い込むんじゃないかと

いうことがあってはならないと思うんです。そうい

うデマが流されては悪いと思うんですよ。 

 それで、私は永松市長時代にため込むよりも今の

瀬を渡れと、今困っている問題に金使うべきじゃな

いかと論議も随分やったこともあります。だったか

ら、財政調整基金に積み立てるより今使ったらどう

かという意見を述べたことが何度もあったんです。

しかし、私なりに調査していますけど、財政課長に

答えてもらいたいんです。今回、276万5,000円を65

歳未満の方であっても障害者の手帳、３種類手帳は

ありますけど、もう手帳を持っている方は全員です

ね。65歳未満の方は全員改めて5,000円の定額支援金

がもらえることになるわけですね。ありがたい話で

すよ、これは。佐々木市長じゃないとできんですよ、

これは。 

 もう一つは、その次にこれは市長が考えたんでな

いで担当課が考えたと思うんだけど、要支援者・要

介護者、これは特別会計で介護保険料を納めている

方は65歳以上の方ですけど、40歳以上の方、64歳ま

での方でも要支援や要介護の認定を受けることがで

きるんです。私の調査で約20人おるんです。その20

人の方については障がい者手帳を持っていないけれ

ども、要支援や要介護者の認定を受けているからと、

この認定をしたのは佐々木市長がしたんじゃないん

ですよ。豊後高田からも出ておりますが、宇佐、高

田の広域圏で認定委員会があって認定するんですけ

れど、その方にも支給すると、これはすばらしいこ

とですよ。佐々木市長じゃなければできないと思い

ますよ、これは。よってしかし、私が聞きたいのは、

その276万5,000円を今回追加しましたが、それを使っ

たとしても、あと財政調整基金は豊後高田市では幾

らあるのか、市民の前で明らかにしてもらいたいで

す。それが１つ目の質問です。 

 ２つ目の問題は、これはいい機会ですから、障が

い者の実態を知ってもらいたいと思うんです。豊後

高田市、佐々木市長になってからは障がい者の関係

条例についても、大分県の中でも２番、３番目に作っ

たんですよね。その辺も評価します。今、次々とよ

その市も作っておりますけれど。 

 そこで、障がい者の実態で今回、65歳未満の方で

３つの手帳を持っている方で5,000円の支給を受ける

方は533名なんですけれど、全体的にいわゆる65歳以

上の方も含めて豊後高田市では３つの手帳を持って

いる方が何人おるんかというのをデータが出ている

と思いますから、その３つの種類で市民に分かるよ

うに説明してもらえませんか。この３つの手帳があっ

ても、その３つとも支給しないところもあるんです

よ、県下には。私も調べていますけれど。その辺、

佐々木市長は、その３つの手帳を持っていれば65歳

未満の方は全部5,000円を出すんですよ。すばらしい

ことですよ、それは。だから、その辺のよその実態

を出してもらいたいというのが一つ。 

 それとその認定、それはあくまでも手帳というの

は既にもらっているから18日現在、今日現在、手帳

を持たれている方ということで確認していいですね。

明日から手帳を持った人は入らないということで、

はっきりしとったほうがいいからね。 

 それから、介護の要支援や要介護の認定を受けて

いる方が20人という方も今日現在、認定を受けてい

る方に限定するということをはっきり市民の前で明

らかにしていないと、後でまたいろいろ問題になっ

たらいかんので。 

 私は今、市長が提案したいということは、こうい

うことなんだということをやっぱり市民の前で明ら

かにしてもらって、市民がもらえるものはちゃんと

もらって、その代わりためんと。貯金をするんじゃ

なくて、なるべく市民のために使ってもらうと。感

染拡大を防止するためにも有効活用してもらおうと

いうことも、やっぱり市民に協力を求めるべきだと

思いますが、答弁を求めます。 

○議長（河野徳久君）  市参事兼財政課長、飯沼憲

一君。 

○市参事兼財政課長（飯沼憲一君）  大石議員の今

回追加提案した276万5,000円の、これは財政調整基

金繰入金で賄っているわけですが、その後の財政調

整基金は幾ら残るのかという質疑ということでお答

えをいたします。 

 これまで、この本追加提案を含めまして予算計上

した財政調整基金繰入金を反映いたしますと、令和

２年度末残高は24億2,110万8,000円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○社会福祉課長（田染定利君）  それでは、大石議

員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 まず、手帳所持者の交付をされて所持されている

方の総数ということでございます。 



９月 18 日 

 - 60 - 

 身体障がい、療育、それから精神のいわゆる３障

がいの市内の所持者の方で現在、把握しております

のが1,592名でございます。ただ、重複という部分が

ございますので、これは延べということでご理解い

ただければと思っております。 

 次に、今回の加算対象者に係る基準日の設定でご

ざいますが、議員ご質疑のとおり、本日18日を基準

日とさせていただきたいというふうに考えておりま

すので、今日現在、18日現在に所持をされている方

もしくは認定を受けられている方というふうにご理

解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  それでは、もう一度、財政

課長にお尋ねしますが、今回の提案している補正予

算、さらに追加した今日の追加予算を含めて、それ

を全部使ったとしても今年度に残る金額が財政調整

基金は約24億2,000万円ですね。24億2,000万円は残

りますよということが分かりました。財政問題は非

常に課長は詳しいんですけれども、県下の状況で私

のところぐらいの人口規模で見たら、よそと比べて

みて、この24億円というのは多いほうか少ないほう

か、どういう理解か。それが分かったら後でちょっ

とお答えください。 

 それから、社会福祉課長にもう一回聞きます。於

久議員からも、あなた方のご苦労に対して感謝の言

葉がありました。課長が何とか１万円、それから65

歳以上の１万5,000円のものも含めて、何とか10月中

旬には全市民に支給できるように努力しようと、す

ばらしいですよ。本会議でも、できたら、それより

も何日かでも早くということで、それはそれで努力

しようという答弁がありましたわね、前回の議会で

は。 

 なのに今回こういうまた３つの障がいを持ってい

る方、重複している方もあるけれど、重複を除いて5

33人の方には5,000円ずつ追加すると。あるいは要支

援や要介護の認定を受けた方についても障がい者に

特別に5,000円を支給しようということだから、新た

な事務が増えることで大変ご苦労と思いますけれど

も、何とか同じもらうほうにしてみれば、やっぱり

同じように扱いをしてもらいたいからね。同じ日に

支給できるようにしてもらいたいと思いますので、

努力が要りますけれども。 

 そういう点では何かこう人員配置をするとかなく

ても、もうあなたたちはプロですから、この前10万

円の給付についても大分県一、早く出ているから、

今回、追加予算を組んだから特別に人員配置しない

とできないのか、やっぱり人員がないために遅れる

ということがあってはならないから、その辺どうか

もちょっと市民の前で明らかにしてもらいです。 

 以上です。 

○議長（河野徳久君）  市参事兼財政課長、飯沼憲

一君。 

○市参事兼財政課長（飯沼憲一君）  取崩し後の約2

4億円が県内の同じような同規模の団体の中で多いか

少ないかということでございますが、今、正確な数

値、特に新型コロナの関係で取り崩した後の他団体

の額までは把握していないので同じ条件での評価は

できませんが、令和元年度末の残高で見比べたとき

は、うちは住民１人当たりでいきますと同規模団体

といいますか、県内の18市町村の中で比べましても

上位であったと、多いほうであったというふうに２

番目、前は１番だったんですけれど、今は２番目ぐ

らいになっていたかなあというふうには思っており

ます。それでも高いほうだと思っております。 

 あと相対的に高いというだけではもちろん安心で

きないので、その絶対評価といいますか、一般的に

標準財政規模の２割を災害とか、こういう非常事態

が起こる前の段階で２割ぐらいあればよいというふ

うに言われておりまして、うちの標準財政規模の２

割に相当するのが約17億円でございますので、そう

いう観点から見ても24億円というのは十分ではない

かと。しかも、今回、災害もありましたけれど、コ

ロナウイルス関連の対策というのは災害の非常事態

の出動ということでもありますから、その出動後が2

4億円であるということはまだ十分なのではないかな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  社会福祉課長、田染定利君。 

○社会福祉課長（田染定利君）  それでは、大石議

員の再質疑にお答えをさせていただきます。 

 先ほど、於久議員のほうのご質疑にも答弁申し上

げましたけれども、当初予定をいたしておりますス

ケジュールを変更するということは考えておりませ

ん。なおかつ、できるだけ早い段階で支給、振込が

できるよう、職員一丸となって取り組んでまいりた

いというふうに思っております。 

 なお、職員の配置ということでご質疑いただいて

おりますけれども、書類の発送準備等で必要があれ

ば、また各課のほうにご協力を頂く中で遅れること
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なく手配をしてまいりたいというふうに考えており

ますので、ご理解いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（河野徳久君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今、質疑をした結果、財政

に非常に詳しい財政課長からありまして、豊後高田

市で言うならば財政調整基金がこういう災害もあり、

あるいはコロナ対策でのいろんな事業をやることに

なっても、まだ24億円を超える財政調整基金が残る

んだと。これはもう同じ規模の市と比べてみても、

それは少ないほうではないですよ、多いほうですよ

と。今日は持ってきていないけれど、私なりにちょっ

と資料を持っていますけれど、そのとおりなんです

よ。だから、何か佐々木市長に代わったら使ってし

まって云々というのは全く当たらないということは、

この答弁からも分かると思うんです。 

 よって、私はこれからも使うべきは使ってもらい

たいと思うんですよ、市民が主人公ですから。市長

は、子育て支援では日本一のことを随分やりました

けれど、高齢者対策についても今ちょうど敬老会の

時期でありますから。敬老会の予算を増やすとか、

ごみ出し支援の問題から難聴者に出す補聴器の問題

から、私はいろいろ意見を述べていますけれど、やっ

ぱり私がいろいろ言うからやるというんじゃないで

すよ。本当に市長は幅広く歩いていますから、高齢

者の声も聴いて、それに応える何らかの事業を次々

と落としていくと、すごいなあというように。お金

はあるんですから、その一部を使って24億円あれば5,

000万円使ってもそういうことはできるんですよ。 

 だから、そういうことで頑張ってもらいたいとい

うことで、激励をして質疑を終わります。答弁は要

りません。 

○議長（河野徳久君）  ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

２番、毛利洋子君。 

○２番（毛利洋子君）  議席番号２番、公明党の毛

利洋子でございます。第64号議案について、賛成の

立場で討論いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、

本市独自の支援策として長引く感染症対策に要する

市民の経済的な負担を軽減するとともに、地域経済

の立て直しにつなげるため、新型コロナウイルス感

染症対策定額支援金事業（第２次）として、市民１

人当たり１万円を再度支給する事業の組立てがなさ

れています。 

 また、市民の方々からの要望も踏まえ、特に重症

化しやすい65歳以上の高齢者の方々にはマスクや消

毒液の購入など、これまで以上に感染予防対策に努

めていただく必要があることから、その部分の支援

として１人当たり5,000円の加算を行うことになりま

した。 

 さらに、今回の追加議案では加算対象者を拡充す

るということで、加算対象を特に重症化しやすい65

歳以上の高齢者の方々に加え、さらに65歳未満の障

がいなどをお持ちの方々にも広げるというものであ

ります。私もこの事業については、さきの社会文教

委員会において、加算対象者の拡充について意見を

述べさせていただいたところでございます。 

 佐々木市長におかれましては、現在の窮状を市民

目線に立ち、真摯に向き合っていただき、他市では

まねできないような今回の提案など、迅速なご対応

をしていただいていることに大変感謝申し上げる次

第です。 

 終息が見通せず不安が広がる中で、市長のご英断

により、少しでも市民の方々が安心して生活が送れ

るよう願っているところです。よって、新型コロナ

ウイルス感染症対策定額支援金事業（第２次）にお

ける、障がい者の方々などへの加算対象を拡充する

本議案には賛成であります。 

 よって、議員各位のご賛同を何とぞ賜りますよう

お願い申し上げまして、討論といたします。 

○議長（河野徳久君）  ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 これより、第64号議案を採決いたします。本案は

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、第64号議案は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（河野徳久君）  日程第６、意見書案第２号

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ５番、井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税
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財源の確保を求める意見書案について提案理由の説

明を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わ

が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域

経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年

度においても、地方税・地方交付税など一般財源の

激減が避けがたくなっている。 

 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・

減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじ

め、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は

巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況

に陥ることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策

及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現さ

れるよう、下記事項について、国の関係機関へ要望

したいので、地方自治法第99条の規定に基づく意見

書として提出いただきますようお願いするものでご

ざいます。 

 以上、議員各位のご協賛を賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（河野徳久君）  お諮りいたします。本案に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、意見書案第２号については、委員会の付託を省

略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  質疑なしと認め、質疑を終

結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  討論なしと認め、討論を終

結いたします。 

 これより、意見書案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。意見書案第２号は、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第２号については原案のとおり

可決されました。 

○議長（河野徳久君）  日程第７、意見書案第３号

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ３番、中尾 勉君。 

○３番（中尾 勉君）  地方財政の充実・強化を求

める意見書案について提案理由の説明を申し上げま

す。いま地方自治体には、医療・介護など社会保障

への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・

確保など、より多く、またより複雑化した行政需要

への対応が求められています。しかし、現実に公的

サービスを担う人材不足は深刻化しており、疲弊す

る職場実態にある中、新型コロナウイルス感染症対

策や近年多発している大規模災害、そのための防災・

減災事業の実施など、緊急な対応を要する課題にも

直面しています。 

 こうした地方の財源対応について、政府はいわゆ

る骨太方針2018で、2021年度の地方財政計画まで、2

018年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実

質的に同水準を確保するとしています。実際に2020

年度地方財政計画の一般財源総額は63兆4,318億円、

前年比プラス1.0％と、過去最高の水準となりました。

しかし、人口減少・超高齢化にともなう社会保障費

関連をはじめとする地方の財政需要に対応するため

には、さらなる地方財政の充実・強化が求められて

います。 

 このため、2021年度の政府予算と地方財政の検討

にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、地方

財政の確立をめざすことが必要であることから、下

記事項について国の関係機関へ要望したいので、地

方自治法第99条の規定に基づく意見書として提出し

ていただきますようお願いするものでございます。 

 以上、議員各位のご協賛を賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（河野徳久君）  お諮りいたします。本案に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第３号については、委員会の付

託を省略することに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  質疑なしと認め、質疑を終

結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  討論なしと認め、討論を終

結いたします。 
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 これより、意見書案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。意見書案第３号は、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野徳久君）  ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第３号については原案のとおり

可決されました。 

 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は

全部終了いたしました。 

 これをもちまして、令和２年第３回豊後高田市議

会定例会を閉会いたします。 

午前11時55分 閉会 
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